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第二は、久間さんが自分の無実を晴らすために、獄中から支援者らに対して、自分は何として

ち再審を行うという意思を明らかにしていたこと． I法務省は久間さんが再審請求を準備して

いるということを知った上で久間さんの命を奪った。このような例は日本の裁判史上初めてで

はないかjと話した。

第三は、足利事件と飯塚事件で、同じ科学警察研究所の同じ職員が同じ時期に同じ方法でDN 

A鑑定を行い、 （足別事件で犯人とされ、無罪とされた）官谷（利和）さんについても、久間

さんについても、犯人に間違いないという鑑定を出したこと．徳田氏は、 「その足利事件につ

いて、東京高等裁判所が、この鑑定には疑問があるので裁判所が再度鑑定をやり直すというこ

とを決定した1週間自にこの死刑執行がなされている。全く同じ人が同じ方法でやった鑑定

で、どぢらち官谷さんち久間さんち犯人に違いないという鑑定が出ていたその一方が、どうや

ら見直されてしまうというごとが分かって1週間目に、久間さんの死刑が制守がなされてし

まったJとし、 「私どちは、これは久間さんがこの飯塚事件における無実を晴らすための再審

をまさに防ぐための死刑執行ではなかったのかと考えている」と指摘した．

徳田氏は、 「この事件では4つのDN A鑑定がなされているが、久間さんの型は全く検出され

なかった．したがって私たちは、ごのごとだけからも、久間さんが犯人でないというごとが明

らかであろうと思っているし、その他の目撃証拠を始めとする証拠右、いずれも再審請求の中

で信用できないことが一点の曇りもないまでに明らかになってきていると私たちは思ってい

る」と語った。

そのよで、 「私はこの飯塚事件の弁護を担当してみて、死刑という制度がいかに残虐なもので

あるのか、非人道的なちのであるのかというごとを、身をもって感じている．死刑というもの

がいかに残虐であるのかというごとは、再審を行って久間さんの無実が明ちかになってち、久

間さんのいのちは帰ってこないということ、なおかつ、無実を訴える本人を奪われてしまった

という再審事件というのは、その無実を明らかにすることはとてつちなく大変である．遺族は

今也、彼が犯人に違いないという周囲の偏見の目に固まれて、 『私が遺族だ』ということを公

に名乗ることができないでいる」と述ペた。

さらに徳田氏は、 「私が知る限り、乙の日本の歴史の中で、すでに死刑が樹守されていて、な

おかつ明らかにえん罪であると思われる事件が4件あるように思う。 1つは大逆事件、ちう 1

つがこの久間さんの飯塚事件、そして3つ目は西さんが死刑執行された福岡事件、そして4つ

目が、ハンセン病の患者さんで自分を八ンセン病であるというふうに通報されたことを逆恨み

して、その通報した人を殺害したとして死刑にされた菊池事件．この4つの事件が、無実を訴

えた人たちに対して、死刑を執行してすでにそのいのちを奪っている。私は、ごうした4つの

事件を通して、死刑制度というのは無事（むと）の民を殺してしまう国家による殺人であると

思わざるを得ない。何としても私は日本で死刑制度を廃止したいと願っている。そのために

は、この飯塚事件で再審無罪を勝ち取否こと、国家が無実の人を殺してしまったということを

裁判所に認めさせること。そのことが日本の死刑廃止に大きな力になることを信じて、これか

ら自分自身の命をかけて闘い続けたいと思ってい否．どうかご支援のほどをよろしくお願いし

ます」と自らの決意を表した。

死刑囚たちと文通をしている「麦の会」事務局代表のヲユリアーノ・デルペ一口氏は、刑務所

にいる同会の2人のメン）~ーからの手紙を、 2人の麦の会のスタッフに朗読してちらった．

最初に、麦の会の創立メンバーの一人で、死刑判決を受けた後に無期刑となった飯田博久さん

の手紙が朗読された．
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飯田さんはその手紙の中で、 「裁判でち死刑制度の反対という主張をすることは、心から反省

をしていないと思われ、死刑判決を招く行為だった。そのため、自己犠牲の覚悟が会員に求め

られた。なぜ自己犠牲を求めたのかというと、会員には死刑制度に反対をする主張の根拠は、

自分の殺人事件を自覚するようにという会員の申し合わ世をしていたからだ。このことを『と

らえなおし』と称している。自己の殺人という行動を省みて、理解のしかたや判断、行動など

の対処の誤りと、その誤りの原因をとらえ、そのとらえたものを直すというとらえなおしによ

り、さまざまな気づきがあった。その気づきの中に、抹殺の思想がある。それが殺人のトライ

アングルの一つであり、抹殺の思想の具体的なことが死刑制度だという気づきがあった．自分

のような殺人をなくしたいという願いを持つから、抹殺の思想の具体的存在の死刑制度にち廃

止を求める声を上げざるを得なかったのだ。この裁判の状況を悪くする死刑制度廃止を求める

主張が麦の会の中心とな否理由だった」と説明レた。

飯田さんはその手紙で、 「殺人は殺人のトライアングルが完成した時に起こる。これがとらえ

なおしの結論だ。殺人のトライアングルには、第ーには動機形成がある。第二は共感性という

愛の少ないことゃないことだ．第三は抹殺の思想だ。この三点で構成され、 Eいに関係し合

う。強制されて行う殺人以外は、この殺人のトライアングルから起きるJと指摘した。

飯田さんによると、設立された時に「麦の会」と名乗ったのは、新約聖書のヨ八ネによる福音

書12章24節「はっきり言っておく．一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままで

ある．だが、死ねぱ、多くの実を結ぶ」が自分たちにぴったりだと思ったからだという．

「いま麦の会は隣人と共に生きることを理念として掲げ、 E旦念実現のために犯罪の減少を目的

とし、その犯罪の大きなちのとレての殺人を少なくするために、死刑制度の廃止ち目的にして

いる。殺人ち含めた犯罪の全てに共通している、愛のない共感のないとごろからの回復ごそ

が、犯罪の発生を抑え、再犯を防ぐ最大のポイントと考え、加害者の会員にはとらえなおしの

実行という自助努力を勧め、とらえなおしのきっかけやとらえなおしを続ける時の心の支援

を、愛によって、キUスト教の隣人愛や仏教の慈悲・慈愛によって、共感する愛の回復の助け

となるように、圏外のボランティア活動をしている』と手紙で述ペた。

デルペ一口氏によると、刑務所にい否「麦の会jのメンバーは430人ほどで、外で彼らを支

援する「麦の会」のメンjtーは300人ほどだという。会員数は740人。設立から7年後に

出版された同会の著書に『死刑囚からあなたへー固には殺されたくない』 （インパクト出版

会、 1997年）がある。

次に、 「麦の会」代表で、死刑が確定している東京拘置所の伊藤玲雄死刑囚からの手紙が読み

上げられた。伊藤死刑囚はその手紙の中で、 「手幼T死刑制度に反対する具体的・直接的な理由

を二つ挙げたいと思う．一つ目は、殺人被害者を減らしていかなくてはいけない。もうこの

先、これ以上、殺人被害者・遺族として不幸にな否人を増やしてはいけないという理由だ．死

刑廃止をすると殺人事件が増えてしまうのではないかと心配する人がいるが、死刑を廃止した

世界の国々の中で殺人事件が増えた国は一つもない．かえって殺人が減った固はいくっちあ

る。死刑があるごとによって、人を殺して問題を解決でき否という考え方を幼い子どもを含む

全ての人の心に植え付けてしまう。それが結果的に殺人を誘発したり、死刑願望自殺のための

殺人を生み出し続けることにちなっている。死刑を廃止すれば、それらを根源からなくすこと

ができ、信念とか車含とかではなく、何よりも現実の殺人者を減らすことができる」と述べ

た。

また伊藤死刑囚はごう続けた。 「二つ目の理由としては、日本は独裁国家ではなく法治国家だ

から、法を公平・公正・正確に当てはめるごとによって、社会の道徳的バランスは保たれるペ
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きだという道徳E義の観点だ。ちし法を不公平・不公E・不E確に、でたらめに当てはめるの

であれば、それは法による道徳的バランス・道徳的正義ではなくなってしまい、単なる法を無

視した固による殺害という他はない。現在、日本には127名の死刑確定者が生身の人間とし

て生きている。その中で誤判とかえん罪の人は何十パーセントレベルだ．おそらく 5OJ~一セ
ント以上だ．私自身ち誤った裁判で死刑にされた．私のごとを激しく憎んでいるご遺族です

ら、あまりにちおかレすぎると言ってくださっている。袴田さん・飯塚事件の久間三千年さん

は、一審・二審・三審の裁判所は全て真実を見抜けなかった。死刑や無期懲役かあるいは無罪

かを正しく判断できる制度は永久に作れない．なぜなら、どんなエリート裁判官であれ、偏見

や先入観や無意識の差別心から逃れられる人聞などこの世に一人吉存在しないからだ。ちし自

分は正しく判断できるという人がいるのなら、モの人は倣慢という他はない。人聞が裁く以

上、誤判やえん罪は裁判制度にとって絶対避けられない構造的欠陥であり、人間の努力でなく

せるような問題ではないと断言できる。袴田さんや久間さん以外にち同じ不幸に会って来た人

が本当にいっぱいいるのですよ．同じ不幸をこれ以上増やしてはいけない．制度自体をなくさ

ないと、また同じ苦しみを受ける人が次々に出てしまう」

「私が死刑制度に反対する最も根本的な理由は、いのちは全ての根源であり、どんな人のいの

ちち大切にしていくという社会を目指したいからだ』と、伊藤死刑囚は強調した。

そして、 「このシンポラウムをきっかけとして、足を運んでくださったお一人お一人が、死刑

廃止への取り組みに継続的に関わり続けてくださり、自分の社会のこととして考えてくださる

ようになったら、とてちうれしい。 『麦の会』では、 『和解』という機関誌を出している。そ

れを読んでみてください。そして死刑反対の人はどうか具体的に力を貸してください。今日の

シンポラウムがそういうつながりの生まれる機会になるごとを心から願い、私は東京拘置所で

過ごしています。ありがとうございます」と結んだ。

聖ペテ口・パウ口労働宣教会の宣教師で修道士でもあるデルペ一口氏は、 「死刑制度の問題を

解決するために、担本的なク工スチョン（疑問）に答えなければならないと思う。いのちとは

一体誰のちのか？いのちは私のちのではないし、人のちのではないし、国のちのでもない』と

して、麦の会にとって助けとなるという、旧約聖書続編の次の言葉を読み上げた。

「あなたは存在するちのすべてを愛し、お造りになったちのを何一つ嫌われない。憎んでおら

れるのなら、造られなかったはずだ．あなたがお望みにならないのに存続し、あなたが呼び出

されないのに存在するちのが果たしてあるだろうか。命を愛される主よ、すべてはあなたのち

の、あなたはすべてをいとおしまれ否。あなたの不滅の霊がすべてのちのの中にある。主よ、

あなたは罪に陥る者を少しずつ懲らしめ、罪のきっかけを思い出させて人を諭される。悪を捨

ててあなたを信じるようになるためにJ （知恵の書 11:24～12 : 2) 

最後にデルペ一口氏は、 f刑務所にい否人たちの絵や俳句などが年3回出版されている（「麦

の会j通信の） 『和解』と、 5年前に死刑執行された（佐麗）哲也さんの物語を載せている

『きかよん』という機関誌をぜひ読んでほしい」と呼び掛けた．

・共に死刑を考える国際シシポラワム： 1目目、 2目目（第1部・第2部・第3部・宣言）
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否．しかし、 （生命を尊ぶ）という立場からすれば、被害者の人権が守られなかった中で加害者の人権を主彊
するには、納得し難い面が残るし、加害者によって失われた被害者の人権はどうな否のか、という設聞が用意
されよう固むしろ、ここでわれわれが主張したい点は、人聞の為した行為は、その人ひとりがその果報を受け
否といラ自業自得、因果応報の不共業｛他人と共通じないその人個人のなじわぎ）にとどまらなくて、広く他
者、社会一般と共通する共業として、社会性をもつごとを十分に認識すべき点である．
したがって、加害者｛犯罪者）は、自ずからが犯した罪の重みを十分に自覚し、加害者や被害者の家族はもと
より社会に対して、自ずからの為した罪を深く惜悔し、悔過の心を持ち、生きて生きて生き按いて罪を償い、
以て人聞としてのめさ‘め、本性（；：：立ち帰るべきである．事実、教講師の良き導きによって、服役中に人聞とし
てのめさめを体得した犯罪者のケースち多いと闇く．その反面、出所後ち犯罪を重ね否ケースち少なくないと
いう．
〈自然と共存、共生していかねばならない．今、社会倫理と共生の倫理が改めて問われる現代である．そうし
た申で、 〈生命の尊厳〉と〈悉有仏性｛しつラぷっしょう）〉そじて他者への〈寛容と慈悲〉を主彊す否仏教
の教えに生きる仏教者として、死刑制度の廃止を望むのが当然である．しかし、その一方で、犯罪の抑止力と
して、何らかの制度｛仮釈放のない無期懲役刑の如き）があって然るべきかと考える．人を殺すことは、如何
なる場合にあってち許されないことは当然であると一同時に、犯罪者にとって犯した罪を償うことは、良心あ
る人聞の基本的行為である．

松岡氏は、天台宗の宗祖である最澄の教えと青少年の育成について述ペ、 「恨みをもって恨み

に報ぜぽ恨み止まず．徳をちって徳に報ぜぱ恨みすなわち尽くJという最澄の教えは、 「私た

ち天台宗の僧侶が死刑という刑罰を認めがたい一つの根拠になっている」と語った。

また、最澄の「生まれてより以来（このかた）、口に重量言（そごん）なく、手に筈罰（ぢぱ

つ）せず。今より我が同法、童子を打たずんば、我がために大恩なり。努めよ、努めよ」とい

う言葉を紹介。 「これは、惇教（でんぎょう）大師（＝最澄）自身が生まれてから亡くなるま

で、どなったりののしったり、人をむち打ったり、体罰を加えたりするようなことは一度ちな

い。自分と同じ信仰をする者、天台宗の弟子たちを健全な環境で指導していくことが自分に

とっての望みであると言っているJと説明した。

そして、松岡氏は、 『更生の道をふさぐ死刑のような刑罰が本当に必要なのか問い直さなけれ

ばならないと，思う。さらにこの議論を通じて、現代社会のありょうを聞い直してゆければと思

う」と結んだ。

続いて、力トリック大阪司教区の松浦悟郎補佐司教は、教会の姿勢とそれに基づく自身の考え

を述べた． 「死刑について力トυック教会では反対運動が非常に盛んに行われている。日本の

力卜υック協議会では、正義と平和協議会が『死刑廃止を求め否部会』というものを立ち上げ

て、死刑が行われるたびに抗議声明を出し、また、さまざまなグループと共に死刑廃止の行動

をしてい否」

その一方で、極お甫司教は『ただ、力トリック教会は実は死刑制度を容認しているのではないか

というごとがよく言われる。実際にどとに原因があるのかというと、力トリック教会の力テキ

ズムという教えの本の中には、ある特別な場合には死刑は排除されませんというごとが実は書

かれてい否．この文言をめぐって、教会は、排除されていませんということから、死刑制度を

認めてい否んだと多くの人にはとれ否し、それを主張する方ちいる。しかし、どういう場合に

排除されないかというと、その力テキスムによると、 『不当な審判者から効果的に人命を守る

ことが可能な唯一の道であるならば、死刑を科すことち排除されていません』．ただしその文

言は、その後で少し和らげる表現を加えている．つまり、 『死刑執行が絶対に必要とされる事

例は皆無ではないにしてち、非常にまれなごとになります』。つまり、いま死刑をしないと社

会の劇亨が舌はし誰かの生命が脅かされて、それがどういう状況かさっぱり分からない．全く

今の現状では考えられないのだが、何かそういう状況を想定して、その場合はやむを得ないと

いう言い方をしているJと述べた。

松浦司教は続けて、 IヨJLネ・パウ口2世という教皇は、 『いのちの福音』という回勅の中

で、その原則を覆すごとはしないのだけれども、言い方を少し変えている。つまり、 『他の方
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法で社会を守ることができない場合を除いては、死刑にすることはできない』と。つまり死刑

はダメだということを強調するのだが、どうしても社会を守ることができないという場合を除

いてという言葉が残っていたのである」と説明した。

その上で、 「2目前に、教皇フランシスコは、非常に積極的に、死刑はダメだと、全てのキリ

スト者は死刑廃止に向かって取り組まなければならないということを断言レた。何となく歯切

れが悪かった、ちょっと可能性が残っていたものを払拭して、はっきりと（死刑の）可能性は

ちうないということを言い切りながら、全ての人は取り組まなければならないということを断

言したという意味では、非常に大きなことだったと思う」と述べた。

また、 「力トリック教会はそういう流れの中で、死刑廃止への動きをさらに強めていくととが

できると感じているJと語った。

さらに、 I聖書に基づいてどうしても考えなければならない問題がある。それは被害者の立場

から死刑の問題にどう応えるかということだ。結論から言うと、死刑廃止は本当の遺族のいや

しにつながる。それはなぜかというと、人聞は関係存在である．つまり、人と人が愛し合って

つながっていくのが人間なんだというのがキリスト教の根本的な人間観である。そうすると、

人聞の幸世というものは、人と人との関係の中である．同時に、本当に人聞の尊厳を傷つけら

れたり、傷ついて生きられなくなるのはやはり人と人との関係によって傷つく。しかしその傷

つきをさらに回復していくのは、やはりその同じ人間関係によってしか回復できない．つまり

全て関係によって傷つき関係によって回復されていくというのが人聞の本質だと思う」と語っ

た。

そして、死刑といやしについて、 『いやしのレベルというものをいくつ力、の段階に分けて考え

てみる． 最初は全くいやされない段階。つまり残虐な犯罪が行われ、殺されて、遺族の人たち

が苦しむ．その人たちが全くいやされないというのはこういう状態である．加害者が逮捕され

ない。真実が明らかにされない。全てがうやむやにされる。少しいやしに近づくのは、加害者

が逮捕され、処罰を受ける。それは被害者にとって良力、ったというふうになるわけだ。しかし

その時にちし加害者が『俺は別に悪いごとはしていなし，0 喜んで死んでやろう』とか言って亡

くなり、被害者の遺族に対し謝罪ちなければ全く関係がなく、ただ一方的に処罰されて死刑に

なったとした場合に、確かに正義の実現は行われたので、少し自分の中では納得はいくかちし

れないけれど、本当のいやしにはならない。それどころか、実は周りに一緒に寄り添おうとし

ている人たちにとって、死刑になったそれ以上のことは何ち求めることはできないので、全て

それで幕引きということになる。けれどち、自分を愛する人を殺されたという苦しみは独り抱

えてずっと残っていくというごとが続く。だからその意味で、 （死刑は）本当のいやレにはな

らないというごとだと思うjと論じた。

「その次に、もう少しいやしが進むのはどういう状態かというと、加害者が逮捕され、本人が

心から反省し、謝罪があり、そして償いが続けられるということ。加害者の方ほうが本当に悪

かったと涙を流しながら謝る。それは被害者にとっては慰めになるだろう。問題は償いが死刑

の場合はそごで瞬間的に終わる．けれども償いが続けられ否というごとは、ずっとその人が生

きている限り、 『私は悪かった、そのごとを心から償いたし、』と言いながら、自分の残りの人

生を償いの道として歩み続けるという姿を見たとき、実は、死刑によって償いの全てが終わ否

のではなく、遺族の人にとっては、次のいやしに向かう可能性が聞かれる．それで決していや

されるということではないだろう。しかし、本当のいやしに向かっての可能性が聞かれたま

ま、その償い続けている加害者を見続けることができる」と、付け加えた．
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そして、 「最後のいやしの完成は、この世に生きているときにそれが実現するかどうかは分か

らない．それは、被害者の側が心から償い続ける加害者を見て、 『古う私はあなたをゆるす』

ともし言えたとしたら、それは和解、いやしの完成なのである。ちちろんそれができなくてち

被害者に責任があるわけではないし、加害者は債い続けながらそれを要求するのではなくて、

待つレかない。そしてごの世ではそれは完成しないかちしれない。しかし、それはとの世を超

えたとごろでさらにいやレを本当に願うならば、ご乙のとごろを閉じてはいけない。本当のい

やしに聞かれていく．その意味で、被害者の立場から死刑というごとを考えてみたときに、死

刑をなくすということは、そういう可能性に向けられたものであると私は考える」と結んだ。

次に、日本パプテスト連盟福岡国際キリスト教会の木村公一・協力牧師は、キリスト教の神学

的な視点から死刑の問題を簡潔に語った。

「キりスト教は人間一般の死の問題に焦点を当てているのではなくて、徹底してキリストの殺

害の問題にこだわっているということができると思う。事実、十字架の上で殺されたイエスの

問題がキリスト教の中核をなしている。そのことについて、韓国の神学者のアン・ピョンムと

いう人が、パウ口という人が単に『キリストの死』というような抽象的な言い方をせず、 『十

字架の殺害』という言葉を使ってい否ごとに注意をしている．私はそごから死刑による殺害と

いのちの問題に接近してみたいと思った。殺人というちのは、乙の対局にあるいのちと同様

に、人聞の実存的な事柄でありつつ、なお政治社会的な事柄でもあるんだということに気付か

なければならないと思う．人はそれが個人によるものであれ、国家によるちのであれ、殺害と

いう出来事を一般的な死の問題にすり替えるとき、殺害が持つ社会的・政治的な次元を見失う

ことになると思うJと、木村牧師は指摘した．

「死刑による殺人は戦争における敵の殺りくと同じ根を持っている。その同根の実態は、両者

とち国家による合法的な殺人であるということであるjと言い、 「現在、免罪符は国家が自ら

に向かって発行してい否．戦場に送られた兵士が敵を殺しても罪に問われない。無差別爆撃で

住民を殺しても、敵の戦意をそぐことが目的であるという理由で正当化される。なぜか？それ

は全て国家が発行している現代の免罪符によるちのであると言って差し支えないと思う」と

語った．

「法律家からは、 『国家が自らを免罪するかが問題なのではなく、それ（死刑や戦争によ否殺

りく）が合法か非合法かが問題なのだ』という批判が聞こえてくる』と木村牧師は続け、 Iし
かしキリスト教はその合法性の上位に正当性を常に置くわけである。そして合法性は常に正当

性によって批判され、変革を余儀なくされる．そういうことをイエスという人は私たちに教え

たのだと思う。イエスの時代に、律法は権力者が民衆を支配す否ための道具と化していた．そ

して帝国の支配を補完するためにそうした役割を果たす帝国の宗教に成り下がっていた。その

帝国の宗教が生み出す膨大な利権の甘い汁を吸っていたのが、当時の祭司たち、領主、そして

官僚たちだった。その利権が脅かされ否と感じ取った彼らが、イエスと全面対決することに

なったわけだJと述べた。

さらに、 『十字架によるイエスの殺害には、いくつかの歴史的な側面があ否．それを私は4つ

の側面があると思っている。第一は、帝国の宗教の利権を脅かされた祭司たち、領主、官僚た

ちが、イエスに復讐を挑み、そして排除・抹殺す否ことへと動いた。第二の側面は、そのため

に国家反逆罪というえん罪が準備された。そのえん罪には、ローマ帝国、ユダヤ教団、そして

民衆という3つのセクターが関係していた。第三は、体制に逆らう者たちの運命の成れの果て

を見せしめるという効果が期待された。第四番目には、イエスがパラパの身代わりに殺される

というごとによって、イエスが殺されパラパカ瀬放される。私はごのパラパの身代わりに殺害
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されたイエスに注目したいjと、第二次世界大戦直後に書かれたラーゲル・クヴィストの小説

『パラノ〈』 （岩波文庫、 1975年）に触れながら語った．

「もしかしたらこの作家はパラパにおいて人類を考えていたのではないか。確かにパラパは人

類であり、私たちだ．キリストの殺害によって人類パラパにいのちが引き渡された。にちかか

わらず、人類パラパはそのいのちを投げ捨て死を選ぴ取っている。それ力T現代世界の姿ではな

いかと思うjと、木村牧師は述ペた。

その上で、キリスト教神学の蝿罪論について、 『いけにえの供え物といった古代ユダヤ教的な

枇念でイエスの十字架を罪の蹟いとして説明すると、極めて個人的な事柄にされていってしま

う。そういうごとではなくて、ごの十字架事件の歴史性を土台にして、死刑と戦争による殺害

の違法性というちのを私たちは明らかにし進めていく、そういうごとが私たちに課せられた課

題であるのではないかJと結んだ．

最後に、教派神道の新宗教法人である大本の木村E哉氏は、 『震災と死刑 生命を見つめなお

す年報・死刑廃止（2011）』 （インパクト出版会、 20 1 1年）に掲載された連載企

画・京教と死刑1r大本の死刑廃止に向けた取り組み』の内容について話レた。

「大本の教祖である出口王仁三郎は、 1930年に死刑廃止を主張している．その内容は、

『死刑を廃止することは至極結構なことである．元来、刑法の目的は遷善悔悟（せんぜんかい

ご）にあるので、復讐的であってはならない。殺してしまっては改善の余地がなくなるではな

いか。人を殺したから殺してしまうというのは、復讐的で愛善の精神に背反するので、実によ

ろしくない』と述ペてい否」と、木村氏は語った．

また、 「『人は神の子、神の宮』という大本の教えの中で、悪いことをしたから処刑してしま

うとすると、本来人が持っている温かさとか明るさではない、暗いところ、冷たい心を持った

者がそういう人を処刑してしまう。そこに悔い改めの心とか、反省の心を、反省させないまま

処刑してしまって、さらに処刑されたという恨みを持ったまま、ある意味で暗い世界、閣の世

界に永遠に留まってレまう。だから肉体を持っているうちに本人に回心をさぜて、被害者に謝

罪をさ世、そして生き続けることだjと述ペた。

「大本の大きな教えの一つに、われわれが何のために生まれてきたのかというと、それは地上

天国を建設するためであり、そのためにわれわれは全て役割を持つ。その役割を持った人がそ

うでないこと、人を殺し傷つけるということをして、その思いをちって亡くなっていくこと

は、神様の人の役割に反するとと．だから肉体を持っている聞に心を改めて、ちう一度社会の

ために、みんなのために、役割を、死ぬまで、自分の生命がなくなるまで全うするのが、われ

われの役割。だから、犯罪を犯した人右、悔い改めて、本来の役割をしてちらわなければいけ

ない」と述べ、えん罪の悲~gを繰り返してはいけないと付け加えた。

木村氏によると、大本では、戦争や災害に巻き込まれた人々の『みたままつり』を毎日行うと

とちに、死刑が執行されるたびに、死刑囚の名前を読み上げて、神によってあの世で、天国で

救われますようにと祈っているという。

「より良い社会を作ることに向けて、皆様と同じ手を携えて、活動をさせていただきたいと

思っているJと、木村氏は結んだ。

司会者の雨森氏は、浄土真宗におけ否いのちと死刑について、 「死刑は仏教でいう不殺生戒に

おいて一切弁明することができないjと語った。浄土真宗は、 1996年から死刑に関する声
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明を出し続けているという。 「人間というちのは罪を犯してしまうということに気付かされ、

またそれを伝えていくことが大切である」と雨森氏は述べ、死刑に関する国民感情を「心の中

の闇」と呼び、それと対決していきたいと語った。

「死刑を止めよう」京教者ネットワークは、 2003年、仏教徒、キリスト教徒、新京教の宗

教者が集まって、死刑廃止について他の市民団体と共に考え、取り組んでいごうと立ち上がっ

たネットワーク。年2回の集会と、祈りの集いでそれぞれの宗教の願いを表現しているとい

－つ

雨森氏によると、同ネットワークは、各宗教に共通する、いのちを大切にする価値観に基づい

て、死刑に関わるさまざまな人々の話から学んで、 1)どんな人のいのちも神仏から与えられ

たものであって、人の手で奪うごとは許されない、 2）どんな罪を犯した人であっても、神や

仏の慈悲によって悔い改める可能性というものがあり、その機会を奪うことはできない、 3)

被害者の救済というのは応報的な刑罰によってではなく、被害者の，U里的・社会的支援に向け

た努力によってなされるべき、 4）犯罪は力によって押さえ込むのではなく、罪を犯した背景

を考え、更生を社会全体で支えていくことによってこそ抑止できる、と考えているという．

・共に死刑を考える国際シシポヲワム： 1目目、 2目目（第1部・第2部・第3部・亘書）
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